
改修工事期間における指定管理業務の取扱いについて 

 

１ 工期 

令和 6年（2024年）7月から令和 7年（2025年）2月まで（予定） 

 

２ 改修内容 

設備改修（空調換気設備、給排水衛生設備、電気設備、消防設備等）、内装改修、屋上防水、

外壁改修 

 

３ 改修工事期間中の指定管理業務 

改修工事期間中は全館休館となり、施設の運営に関する業務等の指定管理業務は行いません。

施設の開閉等は工事管理者が行うこととします。 

ただし、再開 1か月前からは、開館に向けた準備を行ってください。 

 

４ 指定管理料 

改修工事期間中は、電気の基本料金、施設内物品の移動費用、開館準備に必要な費用を除き、

指定管理料の支払いは行わないものとします。 

 

５ 施設内物品の移動 

改修工事のため、閉館後は速やかに施設内のすべての備品、荷物等を館外へ移動させてくだ

さい。改修工事期間中、物品は市が指定した公共施設等に収容するものとします。また、開館

の際は施設に再度移動させてください。 

 

６ その他 

やむを得ない事情により、工期及び諸条件が変更となる場合があります。 

 

別紙７ 


